
7号代価表の混合廃棄物（比重1.0以上）㈱マルサンとなってい
ますが、㈱マルサンに問い合わせたところ、比重等は関係なく、
混合廃棄物の場合は現物を見なければ、金額は決められない
との業者の回答でした。

設計はどのような金額の設定にされているのですか。

実際に設計金額で処分できない場合は、変更契約の対象とな
りますか。

58号代価表水栓類取付工で青銅製バルブとバルブボックスが
記載されていますが、取付手間が青銅製バルブの分しか計上
されていないように思われますが、バルブボックスの取付手間
は入っているのでしょうか。

回　　　　答質疑事項

ご指摘の通り(株)マルサンの単価に比重は関係ありません。他社の参考
見積りでは、比重の規定もあるため、比重1.0以上と表示しています。変更
契約については、協議の上、対応します。
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59号代価表人力舗設で生コンクリートの小型車割増し額の計
上漏れがあります。

No

散水栓ではないためバルブボックスの取付手間は計上していません。

公園南側入口の舗設であり、大型車が停車可能と判断したため、小型車
割増しは行っておりませんが、現場状況により小型車での搬入が必要とさ
れる場合には、協議の上、設計変更対応とします。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 千里園公園外施設再整備工事



建設工事積算基準〔資料〕１－１４に基づき算出しています。据付費、運搬
費も製品と同等の扱いとしています。

事業者が年間を通じて工事を行うことを条件として、長期割引を適用して
います。

ベンチ、水飲みの製品について、実勢価格と称して、値引き価
格にて設計されているようですが、どのような判断で価格設定
されているのでしょうか。

物価資料に載っている製品以外を同等に値引きされると、業者
からの納品価格より設計価格の方が安くなる場合は、実勢価
格といえるのか疑問です。
建設物価の掲載価格の解説にも、ベンチ・スツール、休養・付
帯施設は取引数量　10基程度とされています。
数基では物価資料の金額が適用できないことは、当然理解し
ておられるかとおもいますが、そのような設計価格を設定して
頂けていないと思われます。

また、据付費、運搬費は人件費ですので、製品と同じように設
計価格を下げるのは妥当ではありませんし、実際に据付費、運
搬費は見積価格より安くなりません。その分の差額は落札業者
が負担することになりますが、ご理解いただいた上での、設計
価格なのでしょうか。
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賃貸建設機械の設計で長期割引ありで計算されていますが、
長期割引は賃貸期間が１ヶ月以上のものが対象。となっていま
す。
今回の工事の施工量では１ヶ月以上賃貸することは考えにくい
ですが、なぜ長期割引ありで計算されているのか、理由を教え
てほしい。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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